
第46回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会合同チーム参加規程


１　趣旨　
　日本スポーツ少年団の指導指針である｢子供たちの発育と発達に沿った活動｣にのっとり、団員数が少ないため単独でチーム編成ができない単位スポーツ少年団に対し、大会参加のための救済措置として、この規定を設ける。あくまでも、勝利志向のためのチーム編成であってはならない。
複数単位スポーツ少年団合同チームで参加する場合は、下記の条件を満たすこと。

２　条件
（１）単位スポーツ少年団において、（公財）日本スポーツ協会日本スポーツ少年団に登録申請を行い、登録番号を有していること。
（２）単位スポーツ少年団において、（公社）日本ホッケー協会の登録を完了していること。
（３）団員数が少なく単独では出場できない正当な理由により申請がされていること。※単位団で７名の選手がいたとしても、体力面を考慮し交代選手がない中での出場は困難であるなどの理由により合同チームとすることも適当な理由として認める。
（４）大会に出場する際のチーム名は、団名列記とすること。
（５）合同チームを希望する場合は、別紙申請書を２０２３年７月４日（火）までに、（公社）日本ホッケー協会ホッケーファミリー未来部内、Ｕ12育成グループに申請し、事前に承認を得ること。

３　付則
（１）実施していく過程で生じる問題については、該当チームの実態を正確に把握し、合同チーム参加規程の趣旨を踏まえて対処し、鋭意検討していく。
（２）本規程は、平成１５年４月１日より実施する。
　　　本規程は、令和５年５月１日より一部を改正して実施する。















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ２０２３年　月　日
（公社）日本ホッケー協会
ホッケーファミリー未来部 Ｕ12育成グループ　御中
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第４６回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会における合同チーム申請書


　全国スポーツ少年団ホッケー交流大会合同チーム参加規程の趣旨を理解して、下記のとおり申請します。
記
１．チーム名	(男子・女子)

２．合同チームの状況
	チーム名
	
	

	住　　　所
	
	

	団員　６年
				人	　
	　　　　　　　　　　　人

	団員　５年
		人
	　　　　　　　　　　　人

	団員　４年
		人
	　　　　　　　　　　　人



３．合同チームとする理由
	



申請先　(公社)日本ホッケー協会ホッケーファミリー未来部
U12育成グループ事務局長　小原直也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドレス　u_12hockey@yahoo.co.jp
 (メールで申請のこと。公印不要。)
